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浄化槽清掃業に関する各種手続について 

都城市 環境森林部 環境業務課 

 

１ 許可の更新申請 

浄化槽清掃業の許可の期間は２年間です。許可の更新を受けようとする場合は、以

下の手順により手続を行ってください。 

 

(1) 更新申請の流れ 

許可業者説明会 

 

 

 

許 可 更 新 申 請 

 

 

 

 

 

書 類 審 査 

 

 

 

 

 

許 可 決 定 

 

 

許可証交付案内 

 

 

 

許 可 証 の 交 付 

 

 

 

１月中旬～下旬に許可更新の説明会を開催しますので、

必ず出席してください。 

なお、説明会の１か月程度前に開催の案内をします。 

 

許可更新申請書及び必要な添付書類を提出してくださ

い。 

＜提 出 先＞ 都城市 環境森林部 環境業務課 

〒885-0013 都城市郡元町 224 番地 

電話：0986-24-5560 FAX:0986-23-2241 

＜提出期限＞ ２月末日 

 

＜審査期間＞ 

審査の標準処理期間は申請書受理後 30 日です。 

ただし、次の期間は標準審査期間に含まれません。 

・ 申請書の提出後、書類の修正・追加に要した期間 

・ 土日祝日 

 

許可の条件及び基準に適合し、書類に不備が無ければ、申

請書受理後３０日までに審査結果の通知文を郵送します。 

 

４月上旬に許可証交付の案内文書を郵送します。同封の

手数料納付書にて、指定金融機関で手数料を納付後、環境業

務課にお越しください。旧許可証と引き換えに新しい許可

証を交付します。 

＜許可証の受領に必要なもの＞ 

・ 手数料の納付書 

・ 旧許可証 
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(2) 申請書類 

「浄化槽清掃業許可更新申請書（様式第９号）」に表 1の書類を添えて申請して

ください。 

申請書類の様式は、市ホームページからダウンロードできます。 

ダウンロードできない場合は電子メールで送信しますので、環境業務課のアド

レス（kankyo530@city.miyakonojo.miyazaki.jp）宛てに電子メールにて請求して

ください。 

 

≪表１ 許可更新申請に係る添付書類≫ 

添付書類 

① 住民票の写し（本籍の記載

のあるものに限る。） 

○ 次に掲げる者について提出すること。 

・ 代表者 

・ 役員（監査役、相談役、顧問、理事、監事等） 

・ 上記の者の法定代理人 

② 定款、登記事項証明書 
○ 定款又は寄付行為の写し 

○ 法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

③ 申請者が浄化槽法（以下

「法」という。）第 36 条第

２号イからヌまで（以下

「欠格要件」という。）に

該当しない旨を記載した

書類 

○ 申告書（次に掲げる者が欠格要件に該当しない者

であることを申告する書類） 

・ 代表者 

・ 役員（監査役、相談役、顧問、理事、監事等） 

・ 上記の者の法定代理人 

④ 事業の用に供する施設の

概要を示す書類 

○ 事務所、事業用施設等の案内図 

○ 敷地内における事務所、事業用施設等の配置図及

び付近見取り図 

○ 事務所、事業用施設等の不動産の登記事項証明書

（土地及び建物） 

○ 借用する場合は、その契約書の写し。 

⑤ 前年度の納税証明書 

○ 法人税納税証明書 

○ 滞納のない証明書（法人市町村民税、固定資産税・

都市計画税） 

⑥ 環境省関係浄化槽法施行

規則（以下「環境省令」と

いう。）第 11 条第４号に該

当する旨を記載した書類 

○ 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び２年

以上実務に従事した経験を有することを証する

書類 
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添付書類 

⑦ 浄化槽の清掃に必要な器

具類の明細 

○ 環境省令第 11 条第１号から第３号までに規定す

る器具類（以下「器具類」という。）の品名及び数

量を示す書類 

○ 器具類の写真 

○ 器具類の収納場所の配置図及び写真 

⑧ 作業計画及び清掃作業基

準 

○ 作業計画書 

○ 清掃作業基準書 

⑨ 業務に従事する作業員名

簿 

○ 従業員名簿 

※ 本許可にかかわる人員のみ（役員を除く）を記

載してください。 

※ 住民票の写し、登記事項証明書、納税証明書及び滞納のない証明書等公的機関が

交付する証明書等は、申請日前３か月以内に発行されたものを添付してください。 

※ 前回の更新申請又はその後に提出された変更届のうち、直近の内容と変更がない

場合は、①～④の書類は省略できます。 

 

２ 標識の掲示 

浄化槽清掃業者は、営業所の見やすい場所に、名称、代表者名及び許可番号等を記

載した標識を掲げなければなりません。 

○ 法第 39 条 

浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに、そ

の見やすい場所に、氏名又は名称その他の環境省令で定める事項を記載した標

識を掲げなければならない。 

○ 環境省令第 13 条 

法第 39 条の規定による標識の記載事項は、次のとおりとする。 

(１) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名 

(２) 許可を行った市町村長名 

(３) 許可番号、許可年月日及び許可の期間 

 

３ 帳簿の作成 

浄化槽清掃業者は、その業務に関する帳簿を記帳し、それを５年間保存しなければ

なりません。帳簿は、営業所ごとに備え、毎月末までに前月中の事項について記載を

終了し、１年ごとに閉鎖しなければなりません。 

○ 法第 40 条 

浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿

を備え、その業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなけれ

ばならない。 



4 

○ 環境省令第 14 条 

法第 40 条の規定による帳簿の記載事項は、次のとおりとする。 

(１) 清掃年月日 

(２) 清掃を行った浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称及び当該浄化槽

の設置場所 

２ 前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項につい

て、記載を終了していなければならない。 

３ 第１項の帳簿の保存は、次によるものとする。 

(１) 帳簿は、１年ごとに閉鎖すること。 

(２) 帳簿は、閉鎖後５年間営業所ごとに保存すること。 

 

４ 変更届 

表２の事項に該当する変更が生じた場合は、「許可事項変更届書（様式第 15 号）」

に必要書類を添えて、変更した日から 30 日以内に届出をしてください。 

なお、期限内に届出がない場合は、「遅延理由書（任意様式）」を添付してください。 

申請書類の様式は、市ホームページからダウンロードできます。 

ダウンロードできない場合は電子メールで送信しますので、環境業務課のアドレス

（kankyo530@city.miyakonojo.miyazaki.jp）宛てに電子メールにて請求してくださ

い。 

○ 法第 37 条 

浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、第 35 条第３項の申請

書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から 30 日以内に、

その旨を市町村長に届け出なければならない。 

○ 環境省令第 12 条 

法第 37 条の規定による変更の届出は、第 10 条に定める申請書又は添付書類

の記載事項のうち変更があつたものにつき、その内容及び変更年月日を記載し

た届出書を提出することにより行うものとする。 

 

≪表２ 変更届出に必要な書類≫ 

変更事項 必要書類 

法人の名称 

住所 

○ 定款もしくは寄附行為 

○ 法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 
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変更事項 必要書類 

代表者 

法人の役員 

法定代理人 

○ 申告書（欠格要件に該当しない旨を記載した書類） 

○ 本籍の記載のある住民票の写し 

○ 定款又は寄付行為 

○ 法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

営業所の所在地 

○ 定款もしくは寄附行為 

○ 案内図 

○ 配置図 

○ 付近見取り図 

技術管理者 
○ 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び２年以上

実務に従事した経験を有していることを証する書類 

事業の用に供する施設 
○ 施設（器具等）の変更に係る新旧対照表 

○ 新しい施設（器具等）の写真 

作業計画 ○ 作業計画書 

清掃作業基準 ○ 清掃作業基準書 

※ 住民票の写し及び登記事項証明書等公的機関が交付する証明書等は、届出日前３

か月以内に発行されたものを添付してください。 

 

５ 廃業等の届出について 

浄化槽清掃業において表３の事例が生じた場合は、同表の届出人の方は、30 日以内

に「廃止・休止届（様式第 16 号）」により届出をしてください。 

○ 法第 38 条 

浄化槽清掃業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合におい

ては、当該各号に掲げる者は、30 日以内に、その旨を市町村長に届け出なけれ

ばならない。 

 

≪表３ 廃業等の届出事例≫ 

事例 届出人 

法人が合併により消滅した場合 その役員であった者 

法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 

法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散

した場合 
その清算人 

浄化槽清掃業を廃止した場合 その役員であった者 
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６ 許可証の再交付申請 

許可証は、業を行うための許可を取得している証です。事務所の事務室等の見やす

い場所に表示してください。 

万が一許可証を紛失、又は損傷したときは、直ちに「許可証再交付申請書（様式第

13 号）」を提出し、許可証の再交付を受けてください。再交付を受けた後、紛失した

許可証を発見したときは、紛失していた旧許可証を直ちに返納してください。 

なお、紛失以外の場合は、再交付申請書に許可証の添付が必要となります。 

再交付に係る手数料は、１件につき 1,000 円です。 

○ 都城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（以下「施行規則」という。）

第 11 条第５項 

許可業者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

(２) 許可証は、事務所の事務室等の見やすい場所に表示すること。 

(３) 省略 

(４) 運搬車、器材及び施設は、常に清潔を保持し、悪臭汚水等により周辺   

環境に悪影響を及ぼさないように衛生的に管理すること。 

 

７ 実績報告 

許可業者は、作業の実績を市長に報告しなければなりません。毎月 10 日までに前

月の作業実績報告書（任意様式）を提出してください。 

○ 施行規則第 13 条 

許可業者は、作業の実績を市長に報告しなければならない。 
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８ 様式集 

○ （様式第９号）浄化槽清掃業許可更新申請書 

○ （様式第13号）許可証再交付申請書 

○ （様式第15号）許可事項変更届書 

○ （様式第16号）廃止・休止届 

○ 申告書 

○ 従業員名簿 
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様式第９号（第９条関係） 

 

年  月  日 

 

都城市長 宛て 

 

住 所（所在地）          

氏 名（名 称）          

（代表者名）         

電話番号   －       

 

浄化槽清掃業許可更新申請書 

 

浄化槽法第35条第１項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けたいので、関係書

類を添付して次のとおり申請します。 

区 域 都 城 市 

営業所の所在地  

事業の用に供す

る施設 の 概 要 

項  目 名     称 数  量 

汚泥、スカム等

の引出し器具 

スカム及び汚泥厚測定器具  

自吸式ポンプ  

汚泥等の調整器

具 

温度計  

透視度計  

水素イオン濃度指数測定器具  

汚泥沈殿試験器具  

洗浄、掃除等の

器具 

パイプ及びスロット掃除器具  

ろ床洗浄器具  

添

付

書

類

及

び

図

面 

１ 申請者に係る住民票の写し（戸籍の表示のあるものに限る。）又は法人であ

る場合には、定款の写し及び登記事項証明書 

２ 申請者（法人である場合には、代表者及びその業務を行う役員を含む。）が、

浄化槽法第36条第２号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した

書類 

３ 事務所、施設、設備等の配置図及び付近見取図 

４ 前年度の納税証明書（法人の場合は、法人税、法人市町村民税、固定資産

税・都市計画税、個人の場合は、所得税、市町村民税、固定資産税・都市計

画税、国民健康保険税） 

５ 環境省関係浄化槽法施行規則第11条第４号に該当する旨を記載した書類 

６ 環境省関係浄化槽法施行規則第11条第１号から第３号までに規定する器

具の品名、数量、収納場所の配置図及び写真 

７ 作業計画及び清掃作業基準 

８ 従業員名簿 
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様式第13号（第11条関係） 

 

年  月  日 

 

都城市長 宛て 

 

住 所（所在地）          

氏 名（名 称）          

（代表者名）         

電話番号   －       

 

   許可証再交付申請書 

 

次のとおり許可証を紛失（損傷）したので、再交付を申請します。 

許 可 証 の 名 称  

許 可 証 の 種 類   新規   更新   変更 

許 可 番 号  

許 可 の 年 月 日 年  月  日 

紛失・損傷の年月日 年  月  日 

紛失・損傷の経過及び処置 
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様式第15号（第16条関係） 

 

年  月  日 

 

都城市長 宛て 

 

住 所（所在地）          

氏 名（名 称）          

（代表者名）         

電話番号   －       

 

   許可事項変更届書 

 

許 可 証 の 名 称   

許 可 証 の 種 類   新規    更新    変更 

許 可 番 号   

 

    年  月  日付け第  号で許可を受けた以下の事項について、廃棄

物の処理及び清掃に関する法律施行規則第２条の６第１項及び都城市廃棄物の処理

及び清掃に関する条例施行規則第16条第１項に係る許可事項を、次のとおり変更し

たので届け出ます。 

 

変 更 事 項 
  

変 更 年 月 日 
  

変 更 理 由 
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様式第16号（第17条関係） 

 

年  月  日 

 

都城市長 宛て 

 

住 所（所在地）          

氏 名（名 称）          

（代表者名）         

電話番号   －       

 

   廃止・休止届 

 

    年  月  日付け第  号で許可を受けた以下の事項について、業務

を廃止（休止）したため、次のとおり届け出ます。 

 

許 可 証 の 名 称   

許 可 証 の 種 類   新規   更新   変更 

廃止（休止）した業務名   

廃 止 （ 休 止 ） 年 月 日   

廃 止 （ 休 止 ） の 理 由   

 

許可証を添付すること。 
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年  月  日 

 

都城市長 宛て 

 

住 所（所在地）          

氏 名（名 称）          

（代表者名）         

電話番号   －       

 

   申告書 

 

次に掲げる者は、浄化槽法（昭和58年法律第43号）第36条第２号イからヌまでに

該当しないことを申告します。 

 

氏   名 生年月日 役 職 名 本        籍 

    

    

    

    

    

    

    

    

※ 個人にあっては当該個人、法人にあってはその役員及び下記の１又は２に掲げ

る使用人について記載してください。 

１ 本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所）

の代表者 

２ 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しく

は運搬又は処分若しくは再生の業にかかる契約を締結する権限を有する者 

３ 住民票の写しを添付してください。 
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従業員名簿 

 

年  月  日 

許可業者名              

氏名 住所 生年月日 役職名 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


